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～令和８年１月１日以降の検査対象～ 

 ①県外転飼予定の蜂群 

 ②営利目的で、反復・継続して蜂群販売又は貸蜂を行う者の飼養する蜂群 

 ③家畜保健衛生所長が必要と認めた蜂群 

腐蛆病の検査対象が変わります！ 

 

 〇蜜蜂飼育届 

  蜜蜂の飼養者は、養蜂振興法第３条により届け出の義務があります 
 

  提出期限：令和８年１月３１日 

 

 〇蜜蜂生産量等調査票 

  県内の蜂蜜の年間生産量等を把握するための調査にご協力ください 

 
  様式はこちら 

  URL：https://www.pref.saitama.lg.jp/ 

     b0918/mitubati.html 

 

飼育届等、書類の提出をお願いします 

mailto:r254141@pref.saitama.lg.jp

